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第１１１回総合科学技術会議議事要旨 

 

１．日時   平成２５年５月１７日（金）１７：０１～１７：５９ 

 

２．場所   総理官邸４階大会議室 

 

３．出席者 

  議 長  安倍 晋三  内閣総理大臣 

  議 員  山本 一太  科学技術政策担当大臣 

   同   新藤 義孝  総務大臣 

   同   麻生 太郎  財務大臣 

      （山口  俊一  財務副大臣代理出席） 

   同   下村 博文  文部科学大臣 

   同   茂木 敏充  経済産業大臣 

      （菅原  一秀  経済産業副大臣代理出席） 

  議 員  久間 和生  常勤 

   同   原山 優子  常勤 

   同   青木 玲子  一橋大学経済研究所教授 

   同   内山田竹志  トヨタ自動車株式会社代表取締役副会長 

   同   中鉢 良治  産業技術総合研究所理事長 

同   橋本 和仁  東京大学大学院工学系研究科教授兼先端科学技術研究センター教授 

   同   平野 俊夫  大阪大学総長 

   同   大西  隆  日本学術会議会長 

  臨時議員 甘利  明  経済再生担当大臣 

   同   稲田 朋美  規制改革担当大臣 

  

４．議題 

（１）科学技術イノベーション総合戦略（原案）について 

 

５．配布資料 

資料１－１ 科学技術イノベーション総合戦略（原案）【概要】 

資料１－２ 科学技術イノベーション総合戦略（原案）【本文】 

資料１－３ 科学技術イノベーション総合戦略（原案）【工程表】 

参考資料１ 第109回総合科学技術会議議事録（案） 

参考資料２ 第110回総合科学技術会議議事録（案） 

参考資料３ ＩＣＴ成長戦略（総務大臣提出資料） 

 

６．議事 

（１）科学技術イノベーション総合戦略（原案）について 

資料１－１に基づき、山本科学技術政策担当大臣から説明がなされた。 

 具体的な内容は以下の通り。 

 

【山本科学技術政策担当大臣】 

 本日は、科学技術イノベーション総合戦略の原案について御議論頂く。資料１－１に基づいて、私より概要を

御説明申し上げる。原案の策定にあたっては、総合科学技術会議本会議において有識者議員から提出頂いた資料

を参考にした。また、本案は各省協議を終えたものであるが、一部調整中の箇所のみＰとしている。各省庁の御

協力に感謝を申し上げる。 

 第１章では科学技術イノベーション総合戦略を策定する必要性を改めて説明している。我が国は、人口減少や

少子高齢化の急速な進行、地球環境問題等の課題が山積しているが、現下の最大かつ喫緊の課題は「経済再生」

である。これらの課題の克服の為に、科学技術イノベーションに期待される役割は増大していることから、本戦
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略では「我が国のあるべき社会・経済の姿とは何か」、「その実現の為に克服すべき課題」と、「その課題に対

して科学技術イノベーションは何が貢献出来るか」を示している。 

 本戦略は３つの基本的考え方に従って策定している。第１に、本戦略は、科学技術イノベーション政策の全体

像を含む長期ビジョンと、その実現に向けて実行していく政策を工程表にとりまとめた短期の行動プログラムか

らできている。第２に、課題解決型志向の包括的パッケージとなっている。科学技術イノベーションを分野別に

検討するのではなく、経済社会が直面する様々な課題に対して科学技術イノベーションがどのような貢献を出来

るのかという問題設定に重点を据えて課題解決型の政策体系に組み上げている。第３に、国全体としての科学技

術イノベーション戦略であることから、産学官連携を意識しつつ各々の役割分担を明示し、責任官庁を明示した。

併せて、予算や規制改革等様々な政策の組合せを示している。 

 2030年に実現すべき我が国の経済社会の姿ということで、2030年に向けてどのような経済社会を構築し、将来

世代に引き継ぐのか。本戦略では、３つの経済社会像を設定している。１つ目は、世界トップクラスの経済力を

維持し、持続的発展が可能となる経済。２つ目は、国民が豊かさと安全・安心を実感出来る社会。３つ目は、世

界と共生し人類の進歩に貢献する経済社会。この３つの経済社会像へ向けて「スマート化」「システム化」「グ

ローバル化」の３つの戦略的視点を踏まえて、取組を実行していく。 

 具体的には、第２章に書かれているが、2030年の我が国のあるべき経済社会の姿の実現を図るとともに、喫緊

の課題である経済再生を強力に推進する為、科学技術イノベーションが取り組むべき政策課題を５つ設定し、重

点的に取り組む。第１に、「クリーンで経済的なエネルギーシステムの実現」。例えば、浮体式洋上風力発電や

革新的太陽電池等の研究開発を推進することにより、再生可能エネルギー利用システムの大幅な経済性向上、変

換効率向上を図り、再生可能エネルギーを最大限に利用する社会を実現する。第２に、「国際社会の先駆けとな

る健康長寿社会の実現」。例えば、がん等の生活習慣病の革新的予防、診断、治療法の開発に取り組み、これを

克服出来る社会を実現する。第３に、「世界に先駆けた次世代インフラの整備」。例えば、構造物の劣化等を効

果的・効率的に点検・診断出来る技術開発に取り組むことにより、長期に亘り安心してインフラを利用出来る社

会を目指していく。第４に、「地域資源を‘強み’とした地域の再生」。例えば、ＩＴ・ロボット技術等による

生産システムの高度化に取り組む他ゲノム情報を活用した新品種の開発等により、持続可能な農林水産業を持つ

社会を実現する。第５に、「東日本大震災からの早期の復興再生」。震災の経験を踏まえ、例えば、災害医療技

術の研究を進めるとともに、被災者の健康状態等を継続的に把握し、的確な医療提供と健康維持の手法の開発に

取り組み、住民の健康を災害から守り、子どもや高齢者が元気な社会の実現に貢献する。資料１－３の別表を見

て頂きたいが、それぞれの重点的課題に対して、2030年までに取り組むべき施策を時系列で記載している。後程

御覧頂ければと思う。 

 第３章では、第２章における取組をより効果的なものとし、迅速にイノベーションを創出する為の基盤を整備

する為に３つの重点的課題とその為の取組を示した。第１に、「イノベーションの芽を育む」為、多様な人材が

リーダーシップを発揮出来る環境を構築するとともに、大学・研究開発法人を国際的なイノベーション・ハブと

して強化する。グローバルな競争環境の中で研究開発法人が優位性を発揮出来るよう、研究開発の特性等を十分

に踏まえた法人制度の改革を実現したい。世界最高水準の新たな制度の創設のあり方については関係各省と調整

した上でとりまとめたい。第２に、産学官・府省間の連携強化や研究支援体制の充実等により、多様な担い手が

イノベーションの各局面をリードし、繋ぎ、「イノベーション・システムを駆動する」ことが出来る環境の整備

を行います。第３に、実用化・事業化段階における隘路を解消する等、「イノベーションを結実する」為の規制

改革等を推進する。これらの取組により、日本を「世界で最もイノベーションに適した国」に引き上げたい。 

 第４章は司令塔機能強化についてである。安倍総理が掲げる“３本の矢”と同様に、総合科学技術会議の抜本

的な司令塔機能強化策として掲げた大きなポイントを３点御紹介したい。１つ目が、「科学技術関係予算戦略会

議」（仮称）である。総合科学技術会議の下に関係省庁等の幹部が集まり、予算要求の検討を開始する段階から、

政府全体の研究開発課題や予算の重点化、一気通貫の取組の実現に向けた総合調整を行うものである。２つ目が、

「府省横断型プログラムの創設」である。日本経済再生に繋がるイノベーションを創出していく為、府省の枠に

捉われず、機動的かつ大胆に総合科学技術会議が自ら重点的に予算を配分する新たなプログラムを創設する。プ

ログラムの創設にあたり、必要な財源の確保や体制等の枠組みについては関係各省と協力して早急にまとめたい。 

 ３つ目は、ＦＩＲＳＴのような最先端研究開発支援の取組みについて。数多くの世界トップ水準の高い研究成

果が得られており、今後も新しい観点を取り入れながら更に展開していけるようにしたい。結論部分は本日お示

し出来る段階に至ってないが、これまでの有識者等の御議論を踏まえ、関係府省の御理解を得つつ、新たな方向

性についてギリギリの調整を行っているところである。政府内での検討に今暫くお時間を頂きたい。以上が本戦

略の概要である。本文及び工程表については、資料１－２、１－３を御参照頂きたい。 
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議題（１）に関する各議員からの発言は以下の通り。 

 

【久間議員】 

 資料１－３の別表に第２章で掲げられた科学技術イノベーションが取り組むべき各課題に対して、短期的な行

動プログラムから中長期の目標をまとめてある。ただ、ここで重要なことは、世界に勝つ為にはどういった目標

数値やスペックを明確に設定して、それに対して産官学が目標を共有して、役割分担して実現していくという取

組が必要である。各省庁と一緒になって、この目標数値やスペック等を早期に決めたい。 

 

（報道関係者入室） 

 

（安倍内閣総理大臣入室） 

 

【安倍内閣総理大臣】 

 いよいよ成長戦略も取りまとめに入っていく。私の成長戦略のキーワードは、チャレンジ、オープン、イノベ

ーションである。科学技術イノベーションは経済再生の原動力である。 

 本日御議論頂く「科学技術イノベーション総合戦略」は、イノベーション分野における「骨太の方針」である。

安倍内閣の新たな科学技術イノベーション政策の姿を国民に実感してもらえるようなものを作って頂きたい。成

長戦略への組み込みに向けて、各位の特段の御協力をお願いしたい。 

 第２に、前回の会議でお願いした、府省横断型の研究開発プログラムの枠組みについて、関係閣僚におかれて

は、早急にその成案をまとめて頂きたい。 

  

（報道関係者退室） 

 

【下村文部科学大臣】 

 総合戦略案の取りまとめの労に大変感謝を申し上げたい。この案を読むと随所に新鮮さを感じられる。例えば

技術研究開発段階だけでなく、人材養成、基礎研究から応用研究、実用化、普及、市場展開までをカバーをして

いる。これは第１章の４ページに書かれている。同じように同じ場所で予算、税制、金融、規制改革等様々な政

策手段を組み合わせているという点で従来と違う意気込みを我々も感じている。総理が求める次元が違うイノベ

ーション戦略となっていると高く評価したい。 

 実際にこの戦略を実現に移すには規制所管官庁等との調整も大変だと思うが、山本大臣の政治的リーダーシッ

プを期待するとともに、応援させて頂きたい。 

 科学技術顧問については今後の検討課題であるとのことだが、先日これは山本大臣と一緒にワシントンに行っ

て、日米科学技術協力合同高級委員会に出席し、ホルドレン大統領補佐官との意見交換、１日一緒に行動した。

改めてこの科学技術顧問の重要性について私は認識したところであり、我が国においても同様の取組を進めるべ

きだと感じた。 

 また、文部科学省としてはこの本戦略に基づき、研究開発法人の強化や府省横断プログラム、最先端研究開発

支援プログラムＦＩＲＳＴ後継施策をはじめ関連施策に積極的に取り組んでまいりたい。 

 

【新藤総務大臣】 

 我が国の成長戦略、これを本当に実効性あるものにする為には大きな取組が必要だという意味においてすばら

しい総合戦略がまとめられている。皆様方の御尽力に敬意を表したい。 

 これから成長戦略を成功させる為に大きな幾つかの鍵がある。１つは地域活性化の観点である。もう１つは、

ＩＣＴの利活用による新しい暮らしの実現というのがある。そして、それらを国際展開していく。この３つの観

点がある。 

 そういった意味で、この総合戦略を実効性あるものにする為には、先ず第一に、参考資料を持ってきたが、先

ずポイントの１つは、省庁の垣根を越えた横串化を、真の意味での横串化をしなければならない。それから、そ

の中から特筆すべきプロジェクトを国策化しなければいけない。そして、その実行・推進体制を強力にしなくて

はいけない。 

 私共総務省が取り組んでいるだけでもう、ここに今、鉱物・エネルギー、水、農業、社会インフラ、そしてＧ
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空間と、これらが全て新しいイノベーションを使った、ＩＣＴを使った取組である。恐らく他の役所でも沢山あ

る。だから、沢山あるプロジェクトの中からどうやって絞り込んで、特に国策化すべきものは何にするかという

のを決めなければならない。 

 そこで私の提案は、この推進体制は先ず１つは検討決定機能が必要である。もう１つは調査審議機能である。

この２つが混在してしまうと非常に会議が混乱する。この検討決定機能というのは、総合科学技術会議にして頂

くのが当然だが、この第２章にもあるような分野毎にワーキンググループを作っては如何か。そのワーキンググ

ループで、各省がやっているもの、上げてくるものを客観的に評価、審議をする。それを最終的に総合科学技術

会議に一段高いところから決定して頂く必要があるし、予算と権限を持つ訳だから、それを各省に指示を出すと。

これによって横串化が図られるのではないかと。この意味において、是非この推進体制の工夫を更にしては如何

かと思う。 

 

【甘利経済再生担当大臣】 

 今日の議題は、今後の科学技術イノベーション推進の為の基本戦略に関するものだから、特に重要な事項を成

長戦略にしっかりと盛り込む必要がある。取りまとめに向けて今日の議論を踏まえて関係者による検討が更に進

展することを期待して、私から３点指摘をさせて頂きたい。 

 １点目は所謂ＦＩＲＳＴについてである。これまでの研究成果の実用化を推進する重要性は改めて指摘するま

でもないが、今後研究開発基盤を更に底上げをして成長力を高めていく為には、改めて革新的な研究テーマを選

定して、独創的な研究を推進するＦＩＲＳＴ後継の創設は不可欠である。 

 ２点目だが、現在産業競争力会議は成長戦略の重要な柱として戦略市場創造プランの検討を進めている。この

プランの実現の為に国家的な重要課題の解決に資するコア技術を特定した府省横断による、より研究開発を推進

する戦略的イノベーション創造プログラムとでも言うようなものの創設が不可欠である。加えて研究開発法人に

かかる制度の見直し、改善、これは稲田規制改革担当大臣のところだが、研究支援人材の確保、民間研究開発投

資の活性化策等についても本会議の司令塔機能強化の一環として事務局が先頭に立って関係府省を取りまとめた

上で是非推進をして頂きたい。 

 ３点目だが、実用化、産業化を意識した所謂出口志向の研究開発の推進等によって、イノベーション創出を加

速する為の府省横断プログラムの具体化にあたっては、学会や産業界、それから各省の協力を得た事務局機能の

強化が重要である。また、本会議の運営に産業界の力をより一層活用することが必要である。出口志向と言った

が、産業化の視点である。そこで産業界出身の議員を更にふやすことを中長期的課題として関係者が共有するこ

とが重要である。私もこうした点で山本大臣の取組の後押しをしたい。 

 山本大臣におかれては、本日の検討結果について次回の産業競争力会議に報告を頂くとともに、議論を加速化

させ、十分な検討を経た上で、成長戦略策定までに経済再生に繋がる本戦略の取りまとめを重ねてお願いしたい。 

 それから、総理への科学技術顧問の話である。私はこの総合科学技術会議がその役割をすべきだという主張を

前回した。司令塔機能がよく分からなくなってしまうので、その時に、大統領科学技術顧問のような立場で総理

顧問を置くということは広範な科学・技術の視点から必要だと、安全保障とか色々な面が必要ではないかという

お話があった。つまり、この総合科学技術会議の所掌を超えるような部分についてのアドバイスも必要ではない

か。そういう点で総合科学技術会議のメンバーではないメンバーという検討も必要だというお話が一部あった。

アメリカの大統領科学技術顧問は、それ自身がスタッフを相当多数持っている訳である。そうすると、総理顧問

もまた何十人かのスタッフを持つのかということになる。一人の人が全ての知識を持っていられるかというとそ

んな人は世の中にはいないから、この総合科学技術会議がその役割を果たすべきである。 

 

【大西議員】 

 海外出張が多くて私はあまり貢献出来なかったが、こういう格好で山本大臣を中心にまとめて頂き、非常にい

い形のものが出来ている。改めて今日御説明を伺って表を眺めると、世界或いは国際という言葉が沢山この表に

出てくるのに気付いた。つまり、科学技術立国ということもあるし、この成果を国内だけではなくて世界的に展

開していくということが日本の産業にとって極めて重要だと感じる。 

 これからも、例えばＧ８サミットに総理も海外に行かれる機会が増えると思うので、私としては一言、この成

果を出来るだけ早く英語版も作って頂いて海外の人にも知って頂くことが大事と思う。恐らくその中には日本と

連動してこういう研究をしようというところも出てくる。そういう繋がりを持つという意味でも是非まとまった

らすぐに英語版を作るということもお考え頂きたい。 
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【橋本議員】 

 成長戦略に向けてだが、今回出来上ったこの総合戦略（案）は、今回科学技術政策が変わりイノベーションに

向けて動き出したということを示すものである。是非政府におかれては国民に向けて、省庁縦割りも排除する等、

大きく動きだしたというメッセージを強く出して頂きたい。 

 併せて、先程甘利経済再生担当大臣のお話があったけれども、総合科学技術会議においては、今コア技術の洗

い出し等々をして、国としてイノベーションに向け戦略的に動き出すための作業を進めているところである。国

家としての方向性、長期的な展望を参考にして、産業界も一緒になってイノベーションに進んで頂きたいという

メッセージを是非とも国として出して頂きたい。 

 あと各論だが、ＦＩＲＳＴの後継施策、研究開発法人の重要性等々は甘利経済再生担当大臣も仰った通りであ

る。今まで行っていたＦＩＲＳＴの素晴らしい成果を展開する為に、補正予算で大きなお金をつけて頂いた訳で、

是非ともその成果展開の後押しをしたいと思っている。一方で、次の玉を出していくということが非常に重要で、

ハイリスク、ハイリターン型の後継プログラムを検討していきたい。 

 最後に、安倍総理も国立大学改革の重要性を仰っておられるが、今回この科学技術政策と併せて国立大学改革

も連携して見て頂く必要があると思う。イノベーションにおける大学の役割は非常に大きなところがあるので、

是非それを連携した形で成長戦略の中に位置付けて頂くということが大変重要である。 

 

【中鉢議員】 

 先程甘利経済再生担当大臣からお話のあった民間開発投資の活性化及びベンチャー企業の活性化の２点につい

てお話ししたい。 

 イノベーションの創出に投資は不可欠であり、我が国の80％を占める研究開発は民間企業が行っている。残念

ながら、リーマンショック以降、民間企業のＲ＆Ｄ投資は低下の一途である。これに対して既に研究開発促進税

制の改正といった対応がなされているが、是非このような政策の継続と拡充をお願いしたい。 

 また、イノベーションの創出にはベンチャー企業の活性化も重要である。ベンチャーの出口は企業家のみでは

ない。グーグルがYou Tubeのようなベンチャーを買収して成長していったように、既存の企業との連携も有効で

ある。このことは既存の企業がベンチャーキャピタリスト的な役割も担えるということなので、企業の企業への

投資といったことを促進するような政策も有効である。かかる観点から、産業競争力会議でも取り上げられてい

る企業版エンジェル税制は一考に値するものである。 

 

【平野議員】 

 私としては、基礎研究から市場展開までを円滑につなぎ、イノベーションの創出に繋げるとともに、それを次

の種に繋ぎ、芽吹かせる－そういった「ポジティブサイクル」とも言うべきサイクルを確立することが重要であ

ると考えている。例えば難病や感染症を例にとると、非常に長い歴史の中で、色々な試行錯誤やそれに裏打ちさ

れた偶然の発見、「セレンディピティ」といったものが成果に結びつき、また、その成果をもとに、更に試行錯

誤が繰り返され、それが新たな成果に結びついていく－そういったサイクルにより、人類はこれまで数々の難病

や感染症を克服してきたし、現在、我々が抱える様々な課題の解決にも繋がっていくこととなる。 

また、このようなサイクルを確立していく為にも、人材を育成する場であり、また、基礎研究等により新た

な知を生み出す源泉でもある大学の基盤を強化していくとともに、グローバル化をはじめとした大学改革を進め

ていくことが重要であると考えている。 

 

【原山議員】 

 この総合戦略案の中の最後の章、司令塔機能についてだが、自らが変革する、自らがアクションをとるという

ことを宣言している。この中でまさにそういうアクションをとっていくのでフルに活用して頂きたいというのが

１つである。それ以外何かあった時には、フルに我々の持っているノウハウを総動員して解決策とまではいかな

くとも、その議論に資するものを準備するという意向である。 

 それから、先程の産業界の話にもでた、バランスの問題である。勿論ここではショートタームに経済効果があ

るものを特に書いている。でも、それと同時に明日の為、明後日の為、そしてまた世の中をがらっと変えるよう

なイノベーションの種というものを今日からまいていかなければいけない。その為にＦＩＲＳＴというものを上

手く後継型として使っていきたい。ということであるので、バランス感覚、山本大臣も仰っているが、それを上

手く持ちながら、今日、明日、明後日の日本、これからどんな日本にしていくかということを盛り込んでいきた

い。 
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【内山田議員】 

 ２点お話しさせて頂きたい。大学、研究機関、産業界それぞれが科学技術イノベーションのプロセスを分担す

る訳だが、各々が、国際競争力を高めていくことが非常に大事な点であるというのが１点目。 

 次に、ＦＩＲＳＴの話が何回か出ているが、本日の段階ではまだペンディングになっている。しかし現行ＦＩ

ＲＳＴは、成果も随分出ており、これを継続的に続けていくということがイノベーションの観点から極めて重要

である。これをどのように実現させていくかということを各省庁、我々も力を合わせて答えを出していきたい。 

 

【久間議員】 

 甘利経済再生担当大臣の出口志向の話と、内山田議員の話に関連して、資料１－３の工程表だが、極めて魅力

的なテーマ群を揃えることが出来た。恐らく産官学にとっても非常に魅力あるテーマになっている。だが、ここ

で終ってはいけない。世界に勝つ為の技術スペックと製品スペック、それらをしっかりと書き込んで、産官学が

連携して取り組んでいく仕組みと、ＰＤＣＡをきちんと回す仕組みを作るべきだ。 

 

【青木議員】 

 先程大西議員から世界が注目しているという話があったが、今日本は経済政策も調子に乗って順調で、本当に

注目している。それで、第３番目の矢と規制改革がどれだけ上手くいくかというのをニューヨークタイムズ等も

言っている。科学技術イノベーションというのはまさにクリエイティブディストラクションであって、この規制

改革がどれだけ成功するかの見せ場として科学技術イノベーションを是非とらえて頂きたい。 

 

【菅原産業経済副大臣】 

 先般インドでクリーンエネルギー大臣会合に出席してきた。オバマ政権のエネルギー庁長官でチュー長官とい

う方がいて、彼によれば、この４年間オバマ大統領の方針としては戦争を作ることによって景気回復をやる時代

は終わったと、まさにイノベーションを通じて世界のリーダーシップをどこがとるかということをきちんと肝に

銘じるべきだというようなことを仰っていた。そういった意味で甘利経済再生担当大臣が仰ったこの出口志向の

課題解決型政策運営の為には、この総合科学技術会議こそが司令塔機能を今まで以上に発揮、強化をすること、

そして、ＦＩＲＳＴに代わる新しい施策として米国のＤＡＲＰＡを参考にした規制概念を覆すようなイノベーテ

ィブな研究の支援こそしっかり創設をすべきである。 

 また、総合戦略案の３章にあるイノベーションを生み出す大学や研究開発法人の強化についてはもう既にメニ

ューが出ており、これを実際に実施をすることが大事である。 

 

【安倍内閣総理大臣】 

 本当に御熱心な議論を頂き感謝する。先程大学改革についてお話があったが、今日この後スピーチをすること

にしている。そこで第３の矢についての成長戦略について、第２段のスピーチをする。そこにおいては大学改革

において、例えば徹底的な国立大学の国際化を行っていくということを発表させて頂きたい。例えばこれから退

職される方1,000人分の給与で、1,500人の世界中の優秀な若手・外国人のスタッフ或いは教授の給料に充てて、

外国人教員1,500人ぐらいいっきに倍増していくというかなり野心的なものである。 

 先程青木議員からも規制改革等しっかりやらなければということであった。要はかつての成長戦略と我々の成

長戦略で何が違うかと言えば、行動が伴うということであって、今までずっと書いたものが積み上がってきてい

る訳だが、残念ながら行動が伴っていない。つまり、アクションをしっかりと我々政治力によって前に進めてい

きたい。 

 また、今日は規制改革について幾つか発表させて頂きたい。それはまさに科学・技術と直結したものになって

いく。 

 また、サミットに向けてＧ８のシェルパの会合の中において、日本から今進めている経済財政金融政策等につ

いての話もしてもらいたいということになっている。その際併せて我々が進めている科学技術戦略政策について

も若干触れさせて頂きたい。 

  

（安倍内閣総理大臣退室） 

 

【稲田規制改革担当大臣】 
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 青木議員からも規制改革のこと、またその見せ場としての科学技術ということを仰って頂いた。今回の年央の

成長戦略の取りまとめに向けて、総理の御指示の下、様々な検討が進んでいる。本日審議されている科学技術イ

ノベーション総合戦略原案も、このような政府全体の取組と軌を一にしているものと理解している。 

 総合戦略原案においては科学技術イノベーションの観点から再生可能エネルギー供給の拡大や医薬品、医療機

器分野の産業競争力強化等が位置付けられている。これらの分野は規制改革の観点からも規制改革会議において

所管省庁に対して積極的な対応を求めているところであって、両会議の取組が相まってより強力にそれぞれの分

野の発展が図られるものと理解している。今後とも規制改革会議と総合科学技術会議等の連携のもとでイノベー

ションの創出と、それを促進する為の必要な規制改革がともに進展するように取り組んでまいりたい。 

 

【山本科学技術政策担当大臣】 

 私からも一言だけ発言させて頂きたい。下村文部科学大臣と一緒に５月に出張し、日米の科学技術協力をめぐ

る会議に出席した。先程甘利経済再生担当大臣からも総理の科学技術顧問の話があって、下村文部科学大臣の仰

ったことはしっかり受け止めなければいけないし、党の提言等々も拝見させて頂いている。私の感覚は甘利経済

再生担当大臣に近くて、余程制度設計をきちっとしないと、総合科学技術会議との役割分担がはっきりしないま

まではだめである。それから、特命担当大臣である私との仕分もはっきりさせないといけない。どういう形で科

学技術顧問を例えば置くかということを考えた時に、例えば法律でなかなか位置付けるのは難しいのではないか。

では他にはどういうやり方があるのかということを考えると、ここは相当建付けを考えないと、折角科学技術顧

問になる方に来て頂いてもなかなか機能しないということではだめなので、そこはかなり慎重な議論が必要なの

ではないか。下村文部科学大臣のお考えをしっかり受け止めた上で、私の感覚だけは申し上げさせて頂く。 

 

【橋本議員】 

 今、科学技術顧問の話が出たが、先程時間がなかったので、ここで私なりの考え、つまり研究者の立場から見

た場合のお話をさせて頂く。よく、アメリカとかイギリスでは顧問制度が上手く機能しているという話を聞くが、

全くその通りである。しかし、それらの国ではそういう顧問となる人材を作るようなキャリアパスが存在してい

るからであり、我が国には残念ながらそういうキャリアパスは現在はない。科学技術顧問のような方がいたほう

が良いのは明らかだが、具体的に人物をイメージした時に、その答えは極めて難しいというのが１つ。 

 ２つ目は、甘利大臣も仰ったけれども、アメリカにおいてもイギリスにおいても科学技術顧問をサポートする

多数のスタッフが存在していて、そのスタッフ組織が社会に位置付いている。単にスタッフの数を集めればよい

というものではなくて、組織化された専門家集団が必要な訳である。我が国においてそういう専門家集団をどこ

からどのように集め組織化出来るのだろうと不安になる。以上により、今、科学技術顧問を置いてそれを動かそ

うとしても、非常に困難であると思う。私も長期的に見た時にはそういうシステムを作る方向に考えていくこと

は重要だと思う。しかし、今すぐ科学技術顧問を置くよりは、今のメンバーがそこに当てはまるのかどうかは別

としても、総合科学技術会議に科学技術顧問のファンクションを置くほうがより現実的に動くのではないか。 

 

【大西議員】 

 科学技術顧問について私も一言述べさせて頂く。前回も甘利経済再生担当大臣から御提起があって私も意見を

述べさせて頂いた。この問題はここ数年で相当色々な提案があったり、或いは海外の事例も紹介されていて、あ

る意味、現状で分かることは大体出尽くしたので、決断をして頂くというか、決定プロセスに入って頂くのがい

い。私は今、日本学術会議の会長をしているが、先程甘利経済再生担当大臣が仰ったように、顧問が一人或いは

数人いても全分野はカバー出来ないということはその通りである。従って、その顧問を支える体制というのが極

めて重要である。場合によっては非常に大きな組織が必要でお金もかかるということになる訳である。日本学術

会議はあらゆる学術の分野、210人の議員がいて、その外側に2,000人の連携会員がいる組織である。だから、大

概の専門分野はカバーしている。我々は中長期のテーマについて議論するのは仕組みがあって比較的得意だが、

短期で何か起こった時にすぐに提案をするというのはあまり今までやっていない。従って、我々自身の問題とし

てはそういうことについて短期で一定の見解が出せるような仕組みを作ろうと考えている。是非そういう組織が

政府の中にあって顧問を支えることが出来るということも念頭に置いて頂いて、そういう組織を活用するという

ことを含めて、今の司令塔の問題について一定の結論を出して頂ければ有難い。 

 

【久間議員】 

 私も全く同じ意見である。今の総合科学技術会議の中で有識者議員の補強であるとか、事務局機能の補強、或
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いはシンクタンクを使いこなす、そういった対応策で科学技術顧問の機能を十分カバー出来るのではないか。前

回も甘利経済再生担当大臣が仰ったが、科学技術顧問を別途設置すると二頭政治になる危険性がある。 

 

【甘利経済再生担当大臣】 

 私が言いだしっぺになったような、前回であるが。実はまだ野党の時代に色々研究した。その時に総合科学技

術会議を名実ともに司令塔にしなければだめだと。その為には権限と予算を持たない集団では誰もついてこない

から、権限と予算、予算の持たせ方は難しいが、事務体制をしっかりしないと消化不良になってしまうし、各省

との連携をどうするかということも当然ある。その独立した事務体制の中でキャリアを積んでいって事務のトッ

プになった人がキャリアパスとしてそういうアドバイザーにもなれるのではないかというようなことも考えた。

山本大臣が大臣に就任されて、党の当時の考え方等も色々と資料を読まれて、御自身の思いもあって、それで党

の取りまとめをやった関係から色々相談しながら山本大臣のリーダーシップでここまで来た。そこは官と民の交

流で、事務局に入ってきた人がよりランクが上のポストで企業に帰るということも含めて色々なキャリアパスを

作っていかなければならない。というのもここのプロパーの、事務局でずっと事務を取りまとめている人はその

経緯を経てあらゆる知識をバランスよく持てるのではないか。その人が例えばなるみたいな。そうすれば総合科

学技術会議全体を把握出来るでしょうし、或いはその外側の学術の組織とも連携がとれるようなキャリアになる

のではないかというようなことを考えていた。ただ、勿論そこまでには時間がかかるから、それまでに何をする

かと言ったら、総合科学技術会議全体で官邸を支えるような役割も大事なのではないか。とにかく総合科学技術

会議が名実ともに本当に日本の科学技術の司令塔で、そこから次々に世の中を変えるようなものがどんどんデビ

ューしていく。そしてメイドインジャパンの威信の復活というか誇りの復活というか、日本のものだから間違い

ない、日本発の技術だから心配ないだろうというものを取り戻したい。その為に名実ともに司令塔機能を発揮し

てもらいたいということである。 

 

【原山議員】 

 甘利経済再生担当大臣が仰った人材であるが、総合科学技術会議の１つの機能として、人材をオンザジョブで

トレーニングする場とすることが考えられる。まさに政策、特に科学技術イノベーション政策をデザインするこ

とを体験しながら、また自分がコミットしていきながら、その中でキャリアアップしていく、その場として総合

科学技術会議を使うことが出来る。 

 今の状況を申し上げると、関連府省からの出向者がいる。更に大学からの出向者、また企業からの出向者もい

る。でも、その方たちに対して本当にそういうトレーニングの視点から見ていない、また活用しきっていないと

いうのが現状で、毎日の日々の色々な仕事に追われている。その中にやはりこれからの人を育てようという視点

を持ち込まなければいけない。それを実際にこれから出来る限りやっていきたい。その中で、産業界から、大学

から、また官庁からも次のジェネレーション、まさにこの顧問になりそうなポテンシャルを持つ人を出して頂き

たい。その中で一緒に作業をしながら現場というのを見て頂いて、更に高めていく、そういう場というものを、

ここに使っていきたい。 

 

【橋本議員】 

 研究開発法人に関して、これは中鉢議員が専門家でいらっしゃるが、私は研究者の立場から意見を述べたいと

思う。研究開発法人というのは、イノベーション施策において非常に重要なファンクションを持っている。即ち、 

研究開発法人の目的はイノベーションに繋がる研究成果を出すことである。この目的を達成するという観点は、

効率化の観点とは異なるところも出てくる。そこで、独立行政法人の運営において効率化を図るための法律とは

異なる視点での法律で定められるべきだと思う。イノベーションを出す為に最適な組織であるべきという、そう

いう観点で制度があるべきである。 

 繰り返しだが、研究成果を最大に出すという観点からの法制度を作るべきではないか。以前、稲田規制改革担

当大臣に通則法の下でやって下さいと言われた訳であるが、是非もう一度お考え頂けたら有難い。 

 

【稲田規制改革担当大臣】 

 私は今日、規制改革担当として出席しているが、行政改革も担当しており、独法改革について有識者の懇談会

等を続けているところ。その中で、研究開発法人についても議題としており、今橋本議員が仰ったように、研究

開発、非常に重要で、そしてその運用等で調達の問題や、年俸の問題等様々な要請に是非応えていくようにしよ

うということを検討致している。ただ、その上で、研究開発法人といえども国の税金が入っているものであり、
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通則法の横串というか、ある一定のガバナンスルールを踏まえるということは重要なのではないか。通則法の中

では出来ないのではないかという御議論だが、私はそんなことはなくて、ずっとこの中で議論されていることと

か、橋本議員が仰ること等を十分踏まえた形で配慮していく。そして運用を改善していくということは出来るの

ではないかと考えている。 

 

【山本科学技術政策担当大臣】 

 私も一言発言させて頂く。研究開発法人については稲田規制改革担当大臣も研究開発を進める為の体制は必要

だと仰っているので、是非柔軟に考えて頂きたい。その通則法の話だが、とりあえず通則法と別に考えるという

考え方、通則法の下でやるという２つの考え方がある。その中でも色々Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄというオプションもある。

研究開発法人が今までの制約を打ち破って研究開発出来るよう、是非前向きに考えて頂きたいと思います。 

 

【甘利経済再生担当大臣】 

 研究開発独法の話だが、ずっと前から気になっていて、通則法で扱うけれども、事実上扱いは別にするからと

いう話で今まで来た。けれども、結局同じになってしまう。勿論研究開発独法といえども国のお金を使う訳だか

ら、別に甘やかすものでは全くないけれども、それにしても使い勝手がものすごく悪いし、中から悲鳴が聞こえ

てくる。これを運用で改善が出来るのだろうかと。今までもそういうことを聞かされてきた。今までもここは、

少し取扱いは別だということをずっと主張してきて、その通りやるといって結局その通りにならなかった訳であ

る。ここはきちんと本来の目的に沿った柔軟性が発揮出来るように、今回は抜本的に考えてもらいたい。 

 

【稲田規制改革担当大臣】 

 私も趣旨は十分理解している。そして運用で改善出来るものと一部の法改正が必要なものもあるかと思うし、

一律の運用はおかしいと思うので、この点についてはまた議論したい。 

 

【大西議員】 

 全体についてこういう戦略でまとまっていく訳だが、最近言われていることは、若手の育成ということが十分

なのか。研究成果とかを見ても何となく右肩下がりの面もあるし、加えて若手については特に大学の定年延長等

で少し厳しい立場に置かれてきた結果、特任等の身分の不安定な研究職に就いてきたということがある。この戦

略で科学技術イノベーションを進めていくという時に、同時に若手の研究者に国が注目している、期待している

というメッセージを出すということが非常に大事なのではないか。例えばＦＩＲＳＴというのはかなり仕上がっ

た研究者の為の制度だが、もう１つネクストというのがあった。こちらはあまりここで取り上げてないが、あの

制度そのものを踏襲するのがいいかどうかということは議論しなければならないが、是非この科学技術イノベー

ション総合戦略の中で、若手に着目して期待をして育成していくのだということを色々な格好で制度の中に入れ

て、言葉としても出していくということをしていくべきである。 

 

【原山議員】 

 今の大西議員の若手のサポートという視点から、１つアメリカの制度だけれども、考慮に値すると思うのはア

ワードの制度である。通常はある種の目的があって、それに対してプロポーザルを出してもらってファンディン

グをしてチェックするという手法を用いるが、そうではなく、ある分野の中で少しチャレンジングなターゲット

を示して、それに対して誰かが手を上げていくと。その１つのやり方というのは、そのターゲットに近づいた人

が最終的に賞をもらって賞金を貰うという形。 

 もう１つのやり方というのは、チャレンジに手を挙げた何組かのチームに、一番最初のスタートアップの為の

お金をつけてあげて、チームで競い合わせる。そこで最終的に何か出た時にプラスアルファのボーナスがあると。

色々なやり方があるのだけれども、そういう新たな発想のファンディングのあり方というものもこれから考えて

いかなければならない。本日御提出した中でも読み込めるものから読み込んでいきたい。 

 

【青木議員】 

 今アワードの話が出て、先程の独法の話でも考えていたのだが、評価というものをきちんと出来るようになる

必要がある。年俸制もそうだし、若手をもっと活用するというのも、成果をきちんと評価出来ればもっとスムー

ズにいく。今は山口財務副大臣もいらっしゃるけれども、インプットをきちんとしているかということだけに注

目するのでなく、先程の橋本議員の話だと機械の使い道がどうかというのが問題ではなくて、機械でどういう成
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果を出したかというのにもっと注目するような制度改革というのを考えて頂きたい。 

 

【平野議員】 

 各論となるが、総合戦略案の40ページにあるように、「大学等に対する競争性を有する研究資金の制度におい

て、間接経費30％の確保に向けた確実な取組」を進めることが重要であると考えている。大学を例に申し上げる

と、大学に対する国からの予算は、主として運営費交付金と競争的資金から成っています。このうち、競争的資

金について、研究を進めるために直接経費が必要なのは当然であるが、大学のマネジメントの観点から考えた際

には、間接経費があれば、それを用いて次の芽となる分野を伸ばしたり、または、強い分野を更に強化したりす

るようなことをトップマネジメントで出来るようになる。そういった意味で、間接経費は大学のトップマネジメ

ントのために重要となる。 

 

【山本科学技術政策担当大臣】 

 少し時間があるので、発言させて頂く。今日甘利経済再生担当大臣からもあった、それから橋本議員からも総

理がおられる時に御発言をして頂いたが、ＦＩＲＳＴの件である。この問題はまだ決着していないが、ＦＩＲＳ

Ｔの後継施策とあえて言わせて頂くが、私も甘利経済再生担当大臣と全く同じ感覚で、これは何らかの形できち

んとやらなければいけない。ただ、例の府省横断型、これはまだ名前が決まっていないので、戦略市場創造なの

か或いはイノベーション創造なのかというネーミングはともかく、これについても例えば最低でも500億という

話がこの中であったが、橋本議員中心にイメージを出して頂いたのだけれども、ＦＩＲＳＴの後継施策と言った

時には、その施策のイメージはこの皆様の御意見を頂いてきちんと作っていかないといけない。ではＦＩＲＳＴ

と同じことをやるのか。もし次の次元のことをやるのであれば何なのかということは本当にこのＦＩＲＳＴの後

継施策を考えていく上では大事なので、そこはかなり議論をして詰めていかないと、十二分に関係当局の理解を

得られないのではないかという感じがしている。問題提起をさせて頂きたい。 

  

【内山田委員】 

 これから議論しなければいけないのが、今まさに山本大臣が仰った府省連携テーマで具体的に何をやるのかと

いうことと、皆様もその重要性について賛同しているＦＩＲＳＴの後継を、どのようにやるのかということであ

る。これらは、今後総合科学技術会議の議員の間でもしっかり議論したい。併せて、本当に出口を見据えた成果

を出す為には、今の産学連携の仕組みだけでは少し弱いのではないかということを産業界にいて日頃感じている

ので、産学連携のあり方について総合科学技術会議のメンバーの方々に問題提起をしていきたい。 

 

【山本科学技術政策担当大臣】 

 甘利経済再生担当大臣のサポートも頂いて、総合科学技術会議に、総理も非常にお忙しいが、１カ月に２回も

３回も来て頂いているので、以前は総合科学技術会議が全く開かれなかった月もあったことを考えれば相当な進

歩だから、この勢いをしっかり失わないようにと思う。 

 それから、もう１つ、これも甘利経済再生担当大臣のサポートを頂いたけれども、府省連携のこのプログラム

についてはもう流れは固まったと考えている。今回の総合戦略の中の１つの画期的なところは、総合科学技術会

議の下の戦略会議、これがきちんと書き込まれていて、最初の段階から関係各省に集まってもらうという仕組み

が出来たというのは非常に実は大きなことではないか。 

 ＦＩＲＳＴの後継施策については、よく御相談をしながら進めていきたい。 

本日は有難うございました。 

 


